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「三重県公益認定法人等年次報告」について 

 

 公益法人制度の抜本的改革を進めるため、いわゆる公益法人制度改革３法が平成 20 年

12月 1日より全面的に施行され、一定の要件を満たせば登記のみで設立できる一般社団・

一般財団法人と、これらの法人のうち別に法律で定める基準を満たしていると認められる

ものは、公益認定を受けて公益社団・公益財団法人となるという制度が創設されました。 

 本報告は、公益社団法人・公益財団法人及び公益信託に関して、三重県公益認定等審議

会及び県が所管する公益信託に関する条例（平成 14 年三重県条例第 42 号。以下「条例」

といいます。）第 42 条、三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例

施行規則（平成 14 年三重県規則第 57 号。以下「規則」といいます。）第 31 条及び三重県

教育委員会の所管に属する公益信託の許可等に関する規則（平成 14年三重県教育委員会規

則第 21号。以下「教育委員会規則」といいます。）第 31条に基づき取りまとめ、公表する

ものです。 

 

公益法人制度改革３法 次の３つの法律を指します。 

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18年法律第 48号） 

・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18年法律第 49号） 

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴 

う関係法律の整備等に関する法律（平成 18年法律第 50号） 

 

条例第 42条 知事等は、公益認定法人の業務及び財産の状況、公益信託に係る信託事務及び財産の状況並びに公益認定

法人及び公益信託に係る指導、許可、認可、監督及び検査の状況を、規則で定めるところにより、毎年 1回、年次報告

として取りまとめ、これを公表しなければならない。 

 

規則第 31条 条例第 42条の年次報告は、次に掲げる事項について取りまとめるものとする。 

 1 公益認定法人及び公益信託の現況及びその制度の概要 

 2 知事が所管する公益認定法人及び公益信託の現況 

 3 知事が所管する公益認定法人及び公益信託に対する指導内容等 

 4 その他知事が必要と認める事項 

 

教育委員会規則第 31条 条例第 42条の年次報告は、次に掲げる事項について取りまとめるものとする。 

 1 公益信託の現況及びその制度の概要 

 2 教育委員会が所管する公益信託の現況 

 3 教育委員会が所管する公益信託に対する指導内容等 

 4 その他教育委員会が必要と認める事項           
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第 1 章 公益認定法人制度の概要 

 

第 1 節 公益認定法人の位置付け 

 

１ 公益法人の制度改革 

 

 平成 20 年 12 月に施行されたいわゆる公益法人制度改革 3 法において、これ

まで民法において規定されていた民法法人の制度を廃止し、事業の公益性の有

無にかかわらず、登記によって法人格を簡便に取得できる一般社団・一般財団

法人の制度が創設され、このうち、行政庁が第三者機関の答申を受けて公益性

が高いと判断した法人が、公益社団・公益財団法人（以下この報告において「公

益認定法人」といいます。）として認定されるという 2 階層の構成をとることと

なりました。 

 

２ 広義の公益法人等 

 

 1 による公益認定の制度に加え、特別法に基づいて設立される公益を目的とす

る法人を含めて、広義の公益法人ということがあります。その例としては、学

校法人（私立学校法）、社会福祉法人（社会福祉法）、宗教法人（宗教法人法）、

医療法人（医療法）、更生保護法人（更生保護事業法）、ＮＰＯ法人（特定非営

利活動促進法）等があります。 

 また、特別法の規定に基づく、公益も営利も目的としない中間的な団体とし

ては、例えば、労働組合（労働組合法）、信用金庫（信用金庫法）、協同組合（各

種の協同組合法）、共済組合（各種の共済組合法）等があります。 

 

第 2 節 公益認定法人に関する法制度 

 

1 公益認定法人制度の法的根拠 

 

 公益認定法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法

律第 48 号。以下「一般法人法」といいます。）に基づき設立された法人のうち、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18年法律第 49号。

以下「認定法」といいます。）第 5 条に規定する基準を満たすものとして、行政

庁が国の公益認定等審議会又は都道府県に置かれる合議制の機関への諮問・答

申を経て認定した法人であり、法人の設立、組織、定款、登記、能力、解散等
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の一般的な事項については、一般法人法に規定され、公益認定法人として認定

されるための基準については、認定法に規定されています。 

 

2 三重県における条例等の整備 

 

 三重県においては、公益認定申請を受けた行政庁である知事の諮問に対し、

法人が行う事業の公益性について審議し、知事に答申を行うための合議制の機

関である三重県公益認定等審議会を設置するとともに、知事又は教育委員会の

所管に属する公益信託に係る許可等の手続等を定めることにより、公益信託に

係る制度について、透明性の高い、効率的かつ公正な運用を図り、もって地方

分権の時代にふさわしい公益を実現するために、全国に先駆けて制定されたこ

れまでの条例を公益法人制度改革にあわせて「三重県公益認定等審議会及び県

が所管する公益信託に関する条例（平成 14 年三重県条例第 42 号。以下「条例」

といいます。）として改正しています。 

  

第 3 節 公益認定法人に対する監督 

 

1 総論 

 

 公益認定法人として認定された後においても、公益認定法人としてふさわし

い運営を確保するためには、引き続き認定基準を満たした上で事業を実施して

いくことが必要であり、認定後も引き続き基準に合致しているか、適正な運営

が行われているか等、法人自治を前提としつつ、必要な限度において行政庁の

監督が重要であると考えられます。 

 

2 監督の基本的な考え方 

 

 平成 20 年 11 月 21 日付けで内閣府から発出された「監督の基本的考え方」に

おいて、次のような考え方で新公益法人（新制度の公益社団法人及び公益財団

法人をいいます。以下同じ。）の監督に臨むことを基本とされました。 

（1）法令で明確に定められた要件に基づく監督を行うことを原則とする。 

（2）法人自治を大前提としつつ、民による公益の増進のため新公益法人が新制

度に適切に対応できるよう支援する視点を持つ。 

（3）制度への信頼確保のため必要がある場合は、問題ある新公益法人に対し、

迅速かつ厳正に対処する。 
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（4）公益認定申請等の審査、定期提出書類等の確認、立入検査などあらゆる機

会を活用して法人の実態把握に努める。 

 

3 監督の具体的措置の範囲 

 

 監督は、行政庁及び法律で行政庁の権限を委任等された合議制の機関が、公

益認定法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、行われ

るものです。 

 公益認定法人については、認定法第 2 章第 3 節に「公益法人の監督」が設け

られ、報告徴収、立入検査、勧告、命令、認定の取消し等の規定が置かれてい

るほか、他節に規定されている変更の認定、定期的な事業報告等も公益認定法

人の事業の適正な運営を確保するための措置であり、これら全体を監督の具体

的な措置としてとらえることとしています。 

 

4 三重県における監督を行うための仕組み 

 

 三重県においては、認定法第 3 条第 2 号の規定により知事が行政庁となりま

すが、公益認定法人の目的を所管し、又は目的に関係する知事部局各課、教育

委員会事務局教育総務課、警察本部各課をそれぞれ所管課として、3 に述べた監

督の具体的な措置について、公益認定法人の監督を行うこととしています。 

 知事部局においては、公益認定法人を所管する各課が直接、監督を行うこと

としています。また各部局に当該部局内の公益認定法人業務の総括及び検査を

担当する課が置かれています（検査については、各所管課が実施を予定してい

る部局もあります。）。 

 教育委員会においては、教育委員会事務局教育総務課が教育委員会関係の公

益認定法人を直接、監督するとともに、検査を実施することとしています。 

 警察本部においては、警務部警務課の調整の下で、公益認定法人を所管する

各課が直接、監督及び検査を行っていくこととしています。 

総務部行財政改革推進課は、条例を所管する担当課として、また合議制機関

の事務局として、各部局等に対して総合調整を行っていくこととしています。 
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第 2 章 三重県における公益認定法人の現況 

 

 本県において、平成 29 年 12 月 1 日現在で、103 法人が公益認定を受け、公益

認定法人となっております。 

 

※公益認定等審議会答申年月日順 

法人の名称 
公益認定等審議会 

答 申 年 月 日 
登記完了年月日 事業の概要 所管部（課） 

公益社団法人 

みえ犯罪被害者 

総合支援センター 

平成 21 年 10 月 14 日 平成 21 年 11 月 2 日 

事件、事故等の被害者等に
対して、精神的支援その他各
種支援活動を行い、社会全体
の被害者支援意識の高揚並び
に被害者等の被害の早期回復
及び軽減に資するとともに、
支援活動を通じて地域の安全
に寄与する。 

警察本部 

広聴広報課 

公益財団法人 

石水博物館 
平成 22 年 3 月 2 日 平成 22 年 4 月 1 日 

博物館を運営して文化財の
収集・保管・展示に関する事
業を行い、研究と啓発のため
の講座・講演会等の開催と広
報・出版活動を通じて、地方
文化の向上及び学芸の進歩に
寄与する。 

教育委員会 

教育総務課 

公益社団法人 

三重県獣医師会 
平成 22 年 9 月 10 日 平成 22 年 10 月 1 日 

国民生活の向上と社会への
寄与を目的に、狂犬病予防及
び人獣共通感染症の予防など
の公衆衛生の向上、食の安全
安心、家畜衛生指導、家畜防
疫、動物福祉の向上、獣医学
術の向上、獣医療の適正な運
用に関する事業 

農林水産部 

畜産課 

公益社団法人 

三重県緑化推進 

協会 

平成 23 月 1 月 5 日 平成 23 年 2 月 1 日 

「緑の募金による森林整備
等の推進に関する法律」第６
条に基づき、緑の募金を活用
して県民が豊かな緑と水に恵
まれた生活が維持できるよ
う、森林の整備及び緑化の推
進を県民各層の参加によって
積極的に展開している。 

農林水産部 

みどり共生 

推進課 

公益財団法人 

暴力追放三重県民 

センター 

平成 23 年 2 月 15 日 平成 23 年 4 月 1 日 

 暴力団員による不当な行為
の防止とこれによる被害者等
の救済を図るため、広報啓発
活動や暴力団に関する相談、
不当要求防止責任者講習など
を行って、安全で安心な三重
県の実現に寄与します。 

警察本部 

組織犯罪 

対策課 

公益社団法人 

四日市市シルバー 

人材センター 

平成 23 年 2 月 15 日 平成 23 年 4 月 1 日 

 社会参加の意欲のある高齢
者のために、本人の希望、知
識及び経験に応じた就業の活
動機会を確保し提供すること
で、高齢者の生活の充実及び
増進を図るとともに、活力あ
る地域社会づくりに寄与しま
す。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益財団法人 

三重県建設技術 

センター 

平成 23 年 3 月 2 日 平成 23 年 4 月 1 日 

 良質な社会資本の整備と秩
序あるまちづくりによる地域
社会の健全な発展を目指し、
それらを担う人材の育成、社
会資本の整備や維持管理及び
安全・安心な住環境の実現へ
の支援等を行う。 

県土整備部 

県土整備 

総務課 
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法人の名称 
公益認定等審議会 

答 申 年 月 日 
登記完了年月日 事業の概要 所管部（課） 

公益社団法人 

桑名市シルバー 

人材センター 

平成 23 年 3 月 2 日 平成 23 年 4 月 1 日 

 高齢者の多様な就業及び社
会参加活動の機会を確保・提
供する事業、高齢者の能力の
活用を図るための事業、並び
にこれらの事業を推進するた
めの普及啓発等の諸活動を実
施している。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

東員町シルバー 

人材センター 

平成 23 年 3 月 2 日 平成 23 年 4 月 1 日 

 社会参加意欲のある高齢者
のために、希望、知識及び経
験に応じた就業等の活動機会
を確保し提供することで、高
齢者の生活感の充実及び福祉
の増進を図るとともに、活力
ある地域社会づくりに寄与す
る。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

いなべ市シルバー 

人材センター 

平成 23 年 3 月 2 日 平成 23 年 4 月 1 日 

 高齢者の多様な就業及び社
会参加活動の機会を確保・提
供する事業、高齢者の能力の
活用を図るための事業、並び
にこれらの事業を推進するた
めの普及啓発等の諸活動を実
施している。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益財団法人 

鈴屋遺蹟保存会 
平成 23 年 3 月 2 日 平成 23 年 4 月 1 日 

 登録博物館として、本居宣
長の関係史跡及び遺墨遺品等
を永久保存し、その偉業を調
査研究するとともに公開顕彰
を行う。本居宣長を育んだ松
阪の文化的背景に関する調査
研究等を行い、郷土の地域文
化の向上発展を図る。 

教育委員会 

教育総務課 

公益財団法人 

伊賀文化産業協会 
平成 23 年 3 月 16 日 平成 23 年 4 月 1 日 

 伊賀上野城の維持保存並び
に伊賀地域の文化産業の継承
及び振興に関する事業 

教育委員会 

教育総務課 

公益財団法人 

岡田文化財団 
平成 23 年 3 月 16 日 平成 23 年 4 月 1 日 

 県民の芸術文化に関する知
識、教養の普及・向上を行う
ことにより、三重県における
文化への振興発展に寄与す
る。 

教育委員会 

教育総務課 

公益財団法人 

三重県文化振興 

事業団 

平成 23 年 6 月 13 日 平成 23 年 7 月 1 日 

（１）文化芸術に関する事業 
（２）生涯学習に関する事業 
（３）男女共同参画社会づく
りに関する事業 
（４）文化施設の貸与及び管
理運営 
（５）その他この法人の目的
を達成するために必要な事業 

環境生活部 

文化振興課 

公益財団法人 

くわしん福祉文化 

協力基金 

平成 23 年 6 月 13 日 平成 23 年 7 月 11 日 

 三重県内の特定地域におけ
る地域社会の活性化のため、
地方公共団体及び公共的団体
等が主催し、後援し、又は協
賛する諸事業を支援し、地域
社会の福祉・文化の向上に寄
与する。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益財団法人 

三重県国際交流 

財団 

平成 23 年 8 月 24 日 平成 24 年 4 月 1 日 
 多文化共生社会の推進、国
際交流の促進、国際協力の拡
充 

環境生活部 

ダイバーシ

ティ社会推

進課 

公益財団法人 

三重県立美術館 

協力会 

平成 23 年 8 月 24 日 平成 23 年 9 月 1 日 

 三重県美術文化の振興、県
民の美術に関する意識の啓発
及び普及を基本に置いて、三
重県立美術館の事業活動への
協力、美術図書等の刊行、有
為なる美術作家の育成等の事
業を実施している。 

環境生活部 

文化振興課 
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法人の名称 
公益認定等審議会 

答 申 年 月 日 
登記完了年月日 事業の概要 所管部（課） 

公益財団法人 

岡三加藤文化振興

財団 

平成 23 年 9 月 22 日 平成 23 年 11 月 1 日 

 三重県における以下の事業 
１．科学技術に関する研究及
び施設に対する助成 
２．科学知識の普及啓発に対
する助成 
３．文化活動に対する助成 
４．その他この法人の目的を
達成するために必要な事業 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益財団法人 

三重医学研究 

振興会 

平成 23 年 9 月 22 日 平成 23 年 11 月 1 日 

 医学・医療分野の学術研究
に対する助成、医療従事者へ
の医学・医療に関する知識等
の普及活動実施団体に対する
助成並びに地域における医療
の質的向上を目的とする事業
を実施する。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益社団法人 

久居一志地区 

医師会 

平成 23 年 10 月 17 日 平成 23 年 11 月 1 日 

 医道を高揚し、医学医術の
発展普及と公衆衛生の向上を
図るとともに、正しい医療の
遂行によって地域社会の保健
衛生と福祉の増進を図る。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益社団法人 

松阪青年会議所 
平成 23 年 10 月 17 日 平成 23 年 11 月 1 日 

 奉仕・修練・友情の信条の
もと、会員の資質の向上と啓
発に努めるとともに、人を育
て地域社会と国家の健全な発
展を目指し、国際的理解を深
め世界の平和と繁栄に寄与す
ること。 

雇用経済部 

雇用経済 

総務課 

公益財団法人 

諸戸財団 
平成 23 年 11 月 24 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 文化財管理、保全に関する
事業を通し、文化財の保護・
保存、日本文化の普及等文化
の振興を目的として活動して
いる。 

教育委員会 

教育総務課 

公益社団法人 

三重県障害者団体 

連合会 

平成 23 年 12 月 19 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 三重県に居住する障害者が
住み慣れた地域において自立
した生活が営むことができる
よう支援するとともにノーマ
ライゼーションの理念が浸透
する社会の実現を目指す事業 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益財団法人 

三重県農林水産 

支援センター 

平成 23 年 12 月 19 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 農林水産業の担い手の確
保・育成、農林水産事業体の
経営の合理化、経営基盤の強
化、農林水産物の流通、利用
の促進等農林水産業支援等に
よる県民生活の向上促進 

農林水産部 

担い手支援

課 

公益財団法人 

三重県学校給食会 
平成 23 年 12 月 19 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 学校教育活動の一環として
実施される学校給食につい
て、県内全域にわたり行政と
連携しながら、その円滑な実
施及び充実・発展と食に関す
る指導・食育の推進を支援す
る等、児童生徒の健全な発達
に寄与する。 

教育委員会 

教育総務課 

公益財団法人 

三重県水産振興 

事業団 

平成 24 年 1 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 水産業に関わる社会的、経
済的基盤の整備開発や漁業経
営の安定に係る事業を推進
し、水産物の安定供給を目的
として水産資源の維持増大と
安定的な漁業生産の確保を図
り、水産業の健全な発展並び
に地域経済に寄与する。 

農林水産部 

水産資源・

経営課 

公益社団法人 

伊勢志摩観光 

コンベンション 

機構 

平成 24 年 1 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 三重県伊勢志摩地域の経済
活性化等のため、観光情報の
発信、観光客やコンベンショ
ン大会の誘致及び受入体制の
整備、映画等の撮影の誘致及
び支援、観光情報の調査研究
や人材育成等を行っている。 

雇用経済部 

観光政策課 
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法人の名称 
公益認定等審議会 

答 申 年 月 日 
登記完了年月日 事業の概要 所管部（課） 

公益財団法人 

松阪市勤労者 

サービスセンター 

平成 24 年 1 月 25 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 松阪市内の事業所に従事す
る勤労者及び事業主並びに松
阪市内に居住する勤労者及び
その家族に対する総合的な福
利厚生事業を実施するととも
に、松阪市の委託する勤労者
のための福祉事業を受託す
る。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

三重県人権教育 

研究協議会 

平成 24 年 1 月 25 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 人権教育・人権保育に関す
る調査研究、情報・資料の収
集、指導者の育成と研修及び
関係機関等との連絡調整を行
い、その成果を広く県民に発
信する。 

教育委員会 

教育総務課 

公益財団法人 

三重県救急医療 

情報センター 

平成 24 年 2 月 2 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 三重県広域災害・救急医療
情報システムの運営を通じ
て、県民にリアルタイムで救
急医療機関情報を提供すると
ともに、県内の全ての医療機
関にかかる詳細な情報をイン
ターネットを活用して提供し
ている。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益財団法人 

伊賀市文化都市 

協会 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 地域の教育、芸術、文化、
生涯学習の振興を目的に、主
催公演、講座、体験活動等を
行うとともに、産学官連携地
域産業創造センターの運営を
通じ、環境・食・文化等に関
する地域産業の振興に資する
事業を行なう。 

環境生活部 

文化振興課 

公益社団法人 

三重県シルバー 

人材センター 

連合会 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 県内のシルバー人材センタ
ーを構成員として、一体とな
って高齢者の多様な就業及び
社会参加活動の機会を確保・
提供する事業、高齢者の能力
の活用を図るための事業並び
にこれらの事業を推進するた
めの諸活動の実施 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

鈴鹿市シルバー 

人材センター 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 高齢者の多様な就業及び社
会参加活動の機会を確保・提
供する事業、高齢者の能力の
活用を図るための事業、並び
にこれらの事業を推進するた
めの普及啓発等の諸活動を実
施している。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

津市シルバー人材 

センター 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 社会参加の意欲のある高齢
者のために、希望、知識及び
経験に応じた就業等の活動機
会を確保し提供することで、
高齢者の生活感の充実及び福
祉の増進を図るとともに活力
ある地域社会づくりに寄与す
る。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

名張市シルバー 

人材センター 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 高齢者の多様な就業及び社
会参加活動の機会を確保・提
供する事業、高齢者の能力の
活用を図るための事業、並び
にこれらの事業を推進するた
めの普及啓発等の諸活動を実
施している。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

松阪市シルバー 

人材センター 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 高齢者の多様な就業及び社
会参加活動の機会を確保・提
供する事業、高齢者の能力の
活用を図るための事業、並び
にこれらの事業を推進するた
めの普及啓発等の諸活動を実
施している。 

雇用経済部 

雇用対策課 
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法人の名称 
公益認定等審議会 

答 申 年 月 日 
登記完了年月日 事業の概要 所管部（課） 

公益社団法人 

伊勢市シルバー 

人材センター 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 高齢者の多様な就業及び社
会参加活動の機会を確保・提
供する事業、高齢者の能力の
活用を図るための事業、並び
にこれらの事業を推進するた
めの普及啓発等の諸活動を実
施している。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

伊賀市シルバー 

人材センター 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 高年者の多様な就業及び社
会参加活動の機会を確保・提
供する事業、高齢者の能力の
活用を図るための事業、なら
びにこれらの事業を推進する
ための普及啓発等の諸活動を
実施している。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

亀山市シルバー 

人材センター 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 社会参加の意欲のある高齢
者のために、希望、知識及び
経験に応じた就業等の活動機
会を確保し提供することで、
高齢者の生活感の充実及び福
祉の増進を図るとともに、活
力ある地域社会づくりに寄与
します。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

志摩市シルバー 

人材センター 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 高齢者の多様な就業及び社
会参加活動の機会を確保・提
供する事業、高齢者の能力の
活用を図るための事業、並び
にこれらの事業を推進するた
めの普及啓発等の諸活動を実
施している。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

鳥羽市シルバー 

人材センター 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 高齢者の多様な就業及び社
会参加活動の機会を確保、提
供する事業、高齢者の能力の
活用を図るための事業、並び
にこれらの事業を推進するた
めの普及啓発等の諸活動の実
施。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

紀宝町シルバー 

人材センター 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 社会参加の意欲のある高齢
者のために、希望、知識及び
経験に応じた就業等の活動機
会を確保し提供することで、
高齢者の生活感の充実及び福
祉の増進を図るとともに、活
力のある地域社会づくりに寄
与します。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

熊野市シルバー 

人材センター 

平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 高齢者の多様な就業及び社
会参加活動の機会を確保・提
供する事業、高齢者の能力の
活用を図るための事業、並び
にこれらの事業を推進するた
めの普及啓発等の諸活動を実
施している。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益財団法人 

前田教育会 
平成 24 年 2 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 「人を育てます,文化を育て
ます,地域を育てます」をモッ
トーに、次代を担う若者への
奨学金給付事業、芸術文化の
振興・地域住民の生涯学習支
援として多目的研修施設の貸
与事業等、地域に根ざした活
動を行う。 

教育委員会 

教育総務課 

公益社団法人 

三重県栄養士会 
平成 24 年 2 月 23 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 高齢者の低栄養改善、食育
推進等の栄養指導を行い、県
民の生活習慣病予防対策の浸
透を図り、地域社会の健康づ
くり事業に寄与する。 

健康福祉部 

福祉監査課 
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法人の名称 
公益認定等審議会 

答 申 年 月 日 
登記完了年月日 事業の概要 所管部（課） 

公益社団法人 

志摩医師会 
平成 24 年 2 月 23 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 医道の高揚、医学及び医術
の発達並びに地域社会におけ
る公衆衛生の向上を図り、社
会福祉の増進をもって地域社
会に貢献することを目的とし
た事業 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益財団法人 

反差別・人権研究所 

みえ 

平成 24 年 2 月 23 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 「人権が尊重される三重を
つくる条例」の具現化とあら
ゆる差別の撤廃に寄与するた
め、調査研究・研修育成・普
及啓発・相談等の事業を行う 

環境生活部 

人権課 

公益財団法人 

三重こどもわかも

の育成財団 

平成 24 年 3 月 5 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 次世代の三重県を担う児
童・青少年の育成に関する事
業として、児童健全育成事業
及び児童健全育成拠点事業並
びに青少年育成事業を行う。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益財団法人 

三重県健康管理 

事業センター 

平成 24 年 3 月 5 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 三重県民の結核、がんの早
期発見及び生活習慣病の予防
を中心とした健診検査、健康
指導及び健康教育を行い、県
民の健康の向上に寄与するこ
とを目的とする事業 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益社団法人 

津歯科医師会 
平成 24 年 3 月 5 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 公衆衛生の啓発を図り、地
域住民の健康と福祉を増進す
ることを目的として、各種歯
科検診、歯科保健指導、歯科
保健相談、歯の健康展、訪問・
休日・夜間救急歯科診療等の
事業を行う。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益財団法人 

三重県市町村振興 

協会 

平成 24 年 3 月 5 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 三重県 29市町の健全な発展
を図るために、市町村振興宝
くじ（サマージャンボ・オー
タムジャンボ）の収益金を活
用し、市町の財政支援のため
の貸付事業など市町を支援す
る事業を行っています。 

地域連携部 

地域連携 

総務課 

公益社団法人 

三重県バス協会 
平成 24 年 3 月 5 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 地域住民の生活の足として
必要不可欠な公共交通機関で
あるバス輸送を振興するた
め、バス輸送サービスの改善、
バス輸送の安全性の確保、環
境対策等を実施する事業 

地域連携部 

交通政策課 

公益財団法人 

三重県産業支援 

センター 

平成 24 年 3 月 5 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 地域産業の振興を図るとと
もに、活力ある地域経済の発
展に寄与することを目的に、
新産業の創出および地域産業
の経営革新を支援する事業を
行う。 

雇用経済部 

中小企業・

サービス 

産業振興課 

公益社団法人 

三重県医師会 
平成 24 年 3 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 日本医師会及び郡市医師会
との密接な連携のもと、医道
の高揚、医学及び医術の発達
並びに公衆衛生の向上を図
り、社会福祉の増進をもって
地域社会に貢献することを目
的とする。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益社団法人 

三重県歯科医師会 
平成 24 年 3 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 県民の口腔衛生の維持向上
を通じた、健康増進と健康寿
命の延伸を目的として、研
修・セミナー、表彰・コンク
ール、無料歯科相談・助言、
調査研究、情報提供、情報公
開等を中心とした諸活動を行
っている。 

健康福祉部 

福祉監査課 
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法人の名称 
公益認定等審議会 

答 申 年 月 日 
登記完了年月日 事業の概要 所管部（課） 

公益社団法人 

三重県看護協会 
平成 24 年 3 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 教育等による看護の質の向
上、看護職の労働環境の改善、
看護職の確保・定着の推進、
在宅看護の推進等の取り組み
を通して公衆衛生の向上を図
る事業である。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益社団法人 

四日市医師会 
平成 24 年 3 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 日本医師会及び三重県医師
会との連携のもと、医道の高
揚、医学の発達・普及並びに
公衆衛生の向上を図り、社会
福祉を増進し地域社会に貢献
する。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益社団法人 

尾鷲市シルバー 

人材センター 

平成 24 年 3 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 社会参加の意欲のある高齢
者のために、希望、知識及び
経験に応じた就業等の活動機
会を確保し提供することで、
高齢者の生活感の充実及び福
祉の増進を図るとともに、活
力のある地域社会づくりに寄
与します。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

多気町シルバー 

人材センター 

平成 24 年 3 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 高齢者の多様な就業及び社
会参加活動の機会を確保・提
供する事業、高齢者の能力の
活用を図るための事業、並び
にこれらの事業を推進するた
めの普及啓発等の諸活動を実
施している。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

三重県宅地建物 

取引業協会 

平成 24 年 3 月 16 日 平成 24 年 4 月 1 日 

 宅地建物取引業の適正な運
営の確保と健全な発展に寄与
する為、会員の指導と連絡に
関する事業、公正かつ自由な
宅地建物取引に係る経済活動
の機会の確保とその活性化に
よる国民生活の安定向上を目
的とする事業を行う。 

県土整備部 

県土整備 

総務課 

公益財団法人 

芭蕉翁顕彰会 
平成 24 年 6 月 13 日 平成 24 年 7 月 2 日 

 松尾芭蕉を顕彰し文芸の振
興を図るための諸事業の実施 

教育委員会 

教育総務課 

公益財団法人 

国史跡斎宮跡 

保存協会 

平成 24 年 8 月 22 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 「いつきのみや歴史体験館」
等の施設や周辺環境を活用し
「斎宮」や平安時代の文化に
ついて普及を図る事業を行
う。 

環境生活部 

文化振興課 

公益財団法人 

三重県体育協会 
平成 24 年 9 月 19 日 平成 24 年 10 月 1 日 

 スポーツ団体及び指導者の
育成事業を推進し、スポーツ
を通じた青少年の健全な育成
及び県民の体力向上を図る 

地域連携部 

スポーツ 

推進課 

公益財団法人 

諸戸育英会 
平成 24 年 10 月 1 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 大学に進学する者のうち、
特に学力、体力優秀かつ経済
的援助を必要とする者に学資
を補給し、社会に有用の人物
の養成を目的とする事業 

教育委員会 

教育総務課 

公益財団法人 

三銀ふるさと文化 

財団 

平成 24 年 10 月 17 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 三重県民の文化芸術の振
興、並びに地域社会の健全な
発展に寄与することなどを目
的とし、三銀ふるさと三重文
化賞の文化表彰、定期コンサ
ートの主催公演等の文化振興
事業や、奨学金支給等の助成
事業を行う。 

環境生活部 

文化振興課 

公益財団法人 

鈴鹿市文化振興 

事業団 

平成 24 年 10 月 17 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 文化芸術に関する事業を行
うことにより、市民の文化芸
術の振興に寄与することを目
的とし、文化芸術の振興に資
する事業や鈴鹿市の文化事業
の受託等を行う。 

環境生活部 

文化振興課 
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法人の名称 
公益認定等審議会 

答 申 年 月 日 
登記完了年月日 事業の概要 所管部（課） 

公益社団法人 

三重県青果物価格 

安定基金協会 

平成 24 年 11 月 5 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 生産者の経営支援、需要拡
大等を通じて、国民の重要な
食料である青果物の計画的な
生産とニーズに即した供給を
図り、もって国民・三重県民
の食生活の向上に寄与する。 

農林水産部 

農産園芸課 

公益社団法人 

三重県公共嘱託登 

記土地家屋調査士 

協会 

平成 24 年 11 月 5 日 平成 25 年 7 月 1 日 

 国土の基本単位である個々
の不動産(土地、建物)の調査
測量を行い、不動産登記手続
を適正かつ迅速に実施し、境
界標を埋設すること等によ
り、不動産に係る国民の権利
の明確化及び国土の利用、整
備に資する事業 

県土整備部 

県土整備 

総務課 

公益財団法人 

三重北勢地域地場 

産業振興センター 

平成 24 年 11 月 21 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 地場産業の健全なる発展を
目的とし、諸課題の解決及び
企業の自立的で創造的な活動
を支援するため、地場産品Ｐ
Ｒ、人材養成、情報収集提供、
ビジネスインキュベータ等の
事業を行う。 

雇用経済部 

三重県営業

本部担当課 

公益財団法人 

三重県下水道公社 
平成 24 年 11 月 21 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 県民の健康で快適な生活環
境の向上と公共用水域の水質
保全を目的として、下水道施
設の管理業務、下水道に関す
る知識の普及及び啓発、下水
道に関する調査研究及び研修
等の事業を実施している。 

県土整備部 

県土整備 

総務課 

公益財団法人 

亀山市地域社会 

振興会 

平成 24 年 11 月 21 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 文化振興を目的とした自主
文化事業の開催、市民交流を
目的とした事業の開催、研修
センターの設置及び管理運営
などを中心に、地域社会の健
全な発展を目的とする事業を
行っております。 

教育委員会 

教育総務課 

公益財団法人 

四日市市文化 

まちづくり財団 

平成 24 年 12 月 5 日 平成 25 年 4 月 1 日 

・文化、芸術の振興 
・国際交流、多文化共生の推
進 
・スポーツ及びレクリエーシ
ョンの増進 
・都市施設の管理及び都市環
境の維持保全 
・四日市市及び市民等と連
携・協働したまちづくり事業 

環境生活部 

文化振興課 

公益財団法人 

尾鷲文化振興会 
平成 24 年 12 月 5 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 三重県尾鷲地区広域行政圏
において、定款に定める目的
達成のため、自主事業の実施
や尾鷲市文化会館の管理運営
等の事業を行う。 

環境生活部 

文化振興課 

公益財団法人 

三重県労働福祉 

協会 

平成 24 年 12 月 5 日 平成 25 年４月 1 日 

 勤労者、労働団体、労働福
祉団体等の行う福祉、厚生活
動の連携・支援等に関する事
業を行い、もって勤労者の経
済的・文化的地位の向上に寄
与することを目的とする。 

雇用経済部 

雇用対策課 

公益社団法人 

三重県私学振興会 
平成 24 年 12 月 19 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 三重県内の私立学校教育の
充実及び振興を図るととも
に、三重県民の幅広い修学機
会を確保するための支援を行
い、もって三重県における教
育・文化の発展に寄与する事
業を行っています。 

環境生活部 

私学課 
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法人の名称 
公益認定等審議会 

答 申 年 月 日 
登記完了年月日 事業の概要 所管部（課） 

公益社団法人 

大杉谷登山センタ

ー 

平成 24 年 12 月 19 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 大杉谷地区の吉野熊野国立
公園と奥伊勢宮川峡県立自然
公園における自然保護と適正
な公園利用を推進するととも
に、登山者の安全確保に寄与
することを目的とする。 

農林水産部 

みどり共生 

推進課 

公益社団法人 

津青年会議所 
平成 24 年 12 月 19 日 平成 25 年 1 月 7 日 

 奉仕・修練・友情の信条の
もと、会員の資質の向上と啓
発に努めるとともに、人を育
て地域社会と国家の健全な発
展を目指し、国際的理解を深
め世界の平和と繁栄に寄与す
ること。 

雇用経済部 

雇用経済 

総務課 

公益財団法人 

四日市市学校給食 

協会 

平成 24 年 12 月 19 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 四日市市の小中学校の児
童、生徒に対し、廉価な費用
で栄養バランスのとれた給食
物資の供給により児童青少年
の健全な育成に寄与すること
を目的としている。また給食
の普及事業等も行っている。 

教育委員会 

教育総務課 

公益財団法人 

津市社会教育 

振興会 

平成 24 年 12 月 19 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 この法人は、青少年の心身
の健全な育成を図ると共に広
く社会教育の振興に寄与する
ための事業を行う。 

教育委員会 

教育総務課 

公益社団法人 

伊勢法人会 
平成 25 年 1 月 16 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 伊勢税務署管内において、
税知識の普及と納税意識の高
揚のため、研修会・講演会等
や税制及び税務に関する提言
活動を行うとともに、地域企
業の健全な発展と地域社会へ
の貢献を目的とした事業を行
っています。 

総務部 

税務企画課 

公益社団法人 

桑名法人会 
平成 25 年 1 月 16 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 桑名税務署管内において、
税知識の普及と納税意識の高
揚のため、研修会・講演会等
や税制及び税務に関する提言
活動を行うとともに、地域企
業の健全な発展と地域社会へ
の貢献を目的に事業を行って
いる。 

総務部 

税務企画課 

公益社団法人 

四日市法人会 
平成 25 年 1 月 16 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 四日市税務署管内におい
て、税知識の普及と納税意識
の高揚のため、研修会・講演
会等や税制及び税務に関する
提言活動を行うとともに、地
域企業の健全な発展と地域社
会への貢献を目的とした事業
を行っています。 

総務部 

税務企画課 

公益社団法人 

津法人会 
平成 25 年 1 月 16 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 津税務署管内において、税
知識の普及と納税意識の高揚
のため、研修会・講演会等や
税制及び税務に関する提言活
動を行うとともに、地域企業
の健全な発展と地域社会への
貢献を目的に事業を行ってい
ます。 

総務部 

税務企画課 

公益社団法人 

松阪法人会 
平成 25 年 1 月 16 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 松阪税務署管内において、
税知識の普及と納税意識の高
揚のため、研修会・講演会等
や税制及び税務に関する提言
活動を行うとともに、地域企
業の健全な発展と地域社会へ
の貢献を目的に事業を行って
います。 

総務部 

税務企画課 
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法人の名称 
公益認定等審議会 

答 申 年 月 日 
登記完了年月日 事業の概要 所管部（課） 

公益社団法人 

鈴鹿法人会 
平成 25 年 1 月 16 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 鈴鹿税務署管内において、
税知識の普及と納税意識の高
揚のため、研修会・講演会等
や税制及び税務に関する提言
活動を行うとともに、地域企
業の健全な発展と地域社会へ
の貢献を目的に事業を行って
います。 

総務部 

税務企画課 

公益財団法人 

公人の丘墓地 
平成 25 年 1 月 16 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 墓地及び納骨堂に関する事
業を行うと共に、周辺の公園
緑化事業を行い、社会の福祉
の発展に寄与し、緑豊かな潤
いのあるまちづくりに貢献す
る。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益財団法人 

鈴鹿国際交流協会 
平成 25 年 1 月 30 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 地域レベルでの国際交流の
促進、国際理解・多文化共生
の推進及びこれらを推進する
ための人材の育成及び市民活
動等に関する事業 

環境生活部 

ダイバーシ

ティ社会推

進課 

公益社団法人 

三重県観光連盟 
平成 25 年 1 月 30 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 三重県内における観光事業
の健全な発達と振興並びに地
域の活性化を図るため、観光
情報の収集発信、観光客の誘
致拡大を目的とした広報宣
伝、外客誘致促進などの事業
を行います。 

雇用経済部 

観光政策課 

公益社団法人 

三重断酒新生会 
平成 25 年 2 月 14 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 アルコール依存症者の自力
更生を促し、社会福祉をめざ
すため、県内全域に支部を設
け断酒例会を開催する。酒害
啓発に関する出版物を刊行
し、酒害相談、講演会、研究
会、断酒学校等を開催する。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益社団法人 

伊勢市観光協会 
平成 25 年 2 月 21 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 伊勢市を中心とした地域に
おける観光及び産業振興に関
する事業を行い、もって伊勢
地域経済の活性化及び文化の
向上に寄与することを目的と
する。 

雇用経済部 

観光政策課 

公益財団法人 

三重県動物管理 

事務所 

平成 25 年 2 月 28 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 狂犬病予防法等に基づき三
重県及び四日市市が実施する
施策の一部の委託を受け、犬
による県民への危害発生防止
のため、小動物の適正な管理
に努め、県民の生活環境の保
全とともに動物愛護精神の高
揚を図る。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益社団法人 

三重県防犯協会 

連合会 

平成 25 年 3 月 8 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 犯罪防止の広報・啓発活動、
防犯関連団体の防犯活動や青
少年健全育成活動に対する協
力援助等の事業を行い、犯罪
のない安全で安心な地域社会
の実現に寄与します。 

警察本部 

生活安全 

企画課 

公益社団法人 

津地区医師会 
平成 25 年 3 月 19 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 医道を昂揚し、医学医術の
発展普及と公衆衛生の向上を
図るとともに、正しい医療の
遂行によって地域社会の保健
衛生と福祉の増進を図る。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益財団法人 

三重県生活衛生 

営業指導センター 

平成 25 年 3 月 19 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 生活衛生に関わる営業を利
用する人々の安全で安心なサ
ービスを確保するため、三重
県における生活衛生関係営業
の経営の健全化と振興を通じ
てその衛生水準の維持・向上
および健康福祉対策等の推進
を支援する。 

健康福祉部 

福祉監査課 
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法人の名称 
公益認定等審議会 

答 申 年 月 日 
登記完了年月日 事業の概要 所管部（課） 

公益財団法人 

三重県角膜・腎臓 

バンク協会 

平成 25 年 3 月 19 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 眼球と腎臓の提供希望者の
登録制度を設け、角膜と強膜
の提供あっせんを行うととも
に、角膜・腎臓その他の臓器
の移植に関する知識の普及啓
発活動を行うことにより、角
膜移植及び腎臓移植の推進を
図る。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益財団法人 

三重ボランティア

基金 

平成 25 年 3 月 19 日 平成 25 年 4 月 1 日 

 ボランティア活動を中心と
する福祉社会を創造すること
を目的として、ボランティ
ア・ＮＰＯ団体等への活動支
援のための助成事業を行って
いる。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益財団法人 

東海水産科学協会 
平成 25 年 9 月 25 日 平成 26 年 4 月 1 日 

 広く水産および海洋分野に
関わる文化、学術、科学振興、
教育の促進、および海洋環境
の保全、整備に寄与すること
を目的とする事業を実施す
る。 

農林水産部 

水産資源・

経営課 

公益財団法人 

伊勢文化会議所 
平成 25 年 10 月 29 日 平成 26 年 4 月 1 日 

 伊勢の歴史的文化遺産およ
び景観を保存継承するととも
に文化的諸活動を振興し、も
って市民と伊勢を訪れる人々
のために文化豊かな伊勢を作
るための諸活動を行う。 

環境生活部 

文化振興課 

公益社団法人 

三重県柔道整復師 

会 

平成 25 年 10 月 29 日 平成 26 年 4 月 1 日 

 柔道整復術の学術技術の研
鑽と普及。受領委任制度の確
保と国民皆保険制度（保険医
療）普及の協力。柔道整復師
の資質向上と指導監督。県民
の体力向上と青少年の健全育
成。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益社団法人 

松阪地区医師会 
平成 25 年 10 月 29 日 平成 26 年 4 月 1 日 

 医道の高揚、医学及び学術
の発達普及と公衆衛生の向
上、社会福祉の増進により、
地域社会へ貢献する。 

健康福祉部 

福祉監査課 

公益財団法人 

鳥羽市武道振興会 
平成 25 年 11 月 20 日 平成 26 年 4 月 1 日 

 武道の普及及び健康づくり
に関する事業と合わせて、運
動施設の管理・運営に関する
事業を行うことにより、県民
の体力向上を図る。 

地域連携部 

スポーツ 

推進課 

公益財団法人 

ささえあいのまち

創造基金 

平成 26 年 1 月 22 日 平成 26 年 2 月 6 日 

広く社会から資源（資金、
人材、物品等）の提供を受け、
民間団体が自発的に行う公益
活動へ適切に配分することに
より、持続可能なまちづくり
と相互に支え合う文化の創造
をめざす事業 

環境生活部 

ダイバーシ

ティ社会推

進課 

公益財団法人 

モカ育志奨学基金 
平成 26 年 12 月 2 日 平成 27 年 4 月 9 日 

青少年の育成を通じた豊か
な社会の形成を目的として、
優れた学生であって経済的理
由により各種学校での修学が
困難である者に対して、教育
奨学金の助成を通した青少年
育成に関する事業等を行う。 

教育委員会 

教育総務課 

※「事業の概要」欄は、認定申請時に法人から提出された「基本情報」の「事業の概要」欄をそのまま転記している。  
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第 3 章 三重県における公益認定法人の監督状況 

 

公益認定法人に対する監督については、第 1 章第 3 節のとおり、公益目的事

業を適切に実施しているかどうかを適宜確認していくため、定期提出書類等の

確認、立入検査等を実施していくこととしています。 

定期提出書類については、認定法第 22 条第 1 項並びに公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律施行規則（平成 19 年内閣府令第 68 号。以下「認

定法施行規則」といいます。）第 37 条及び第 38 条の規定に基づき、所管するす

べての公益認定法人から事業計画及び事業報告の提出が適正になされているこ

とを確認しています。 

立入検査については、公益認定後あるいは直近の立入検査実施後 3 年以内に

行う定期立入検査を、平成 28 年度においては 35 法人に対して実施しており、

検査の結果、概ね適正な法人運営が行われていることを確認しています。 

なお、公益認定法人は、公益認定後も認定法第 6 条に定める欠格事由（役員

等のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経

過しない者がある等）に該当しないことが求められ、欠格事由に該当するに至

ったときは公益認定が取り消されることから（認定法第 29 条第 1 項）、認定取

消のリスクへの備えとして、役員等の選任時には、役員等候補者から欠格事由

に該当しない旨の確認書を取得しておくことが望まれるところです。 

そのため、確認書を取得していない法人に対して、重任の場合も含めて役員

等の選任時には確認書等を確実に取得するよう助言を行っています。 

 

 

◆立入検査の実施件数の推移 

 平成 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

実施件数 1 13 27 37 38 35 

（注）表中の「年度」は、各年４月１日から翌年３月 31 日までを指す。 
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第 4 章 三重県における公益信託の現況 

 

第 1 節 公益信託制度の概要 

 

1 公益信託の定義 

 

 公益信託とは、公益信託ニ関スル法律（大正 11 年法律第 62 号）に

基づき、委託者が祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他一定の公益目

的のため、受託者に対してその財産を移転し、受託者をしてその公益

目的に従ってその財産を管理又は処分させ、もってその公益目的を実

現しようとする制度です。 

 

2 公益信託の特色 

 

 公益法人においては、法人という新たな法主体を創設し、これが公

益目的のために自律的活動を行うものであるのに対し、公益信託にお

いては、拠出された財産（信託財産）が既存の法主体である受託者に

名義上帰属し、設定された公益目的のため受託者の固有財産とは別に

管理、運用されていくものであって、両者の法律的構造は異なります。

また、公益法人においては、永続的又は相当長期間にわたってその存

続が予定されているのに対し、公益信託においては、信託の制度上、

設定の期間が比較的短期のものでも可能であるなど、より弾力的な運

用が可能です。 

 

3 公益信託の仕組み 

 

 公益信託は、委託者が受託者との間で一定の公益目的のために財産

を信託する信託契約を締結することにより、又は委託者の遺言により、

信託の法律関係をつくり、これについて受託者が、主務官庁の許可を

受けることによって成立します。 

 公益信託は、主務官庁の監督に属し、受託者は、信託行為の定める

ところに従って、自己の名で信託財産を管理、処分して公益事業を営

みます。信託財産は、受託者に移転されますが、受託者の固有財産と

は区別されます。受託者は、その事務処理について善管注意義務等を

負い、信託義務違反に対しては損失てん補をしなければなりません。  

 

4 公益信託に対する統一的な指導監督等の基準 

 

 公益信託に対する適正な指導監督等を行うための統一的基準として、
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平成 6 年 9 月 13 日に公益法人等指導監督連絡会議で決定された「公益

信託の引受け許可審査基準等について」があり、主務官庁においては、

この基準にのっとった指導監督等が行われています。 

 

5 公益信託の税制 

 

 公益信託に財産を拠出したときの税制として、個人・法人の双方に

つき、特定の公益信託のために支出した金銭についてのみなし寄付金

制度等、各種の優遇措置があります。 

 

第 2 節 公益信託の現況 

 

1 公益信託の数及び信託財産 
 
 表1は、信託数及び信託財産の状況を示したものです。 
 
（表1）信託数及び信託財産の状況  

信託数  

信託財産規模別信託数  
信 託 財 産

合 計 金 額    

（千円）  

信 託 財 産

平 均 金 額

（千円）  
1千万円

未満  

1千万円以上

5千万円未満  

5千万円以上

1億円未満  
1億円以上  

2 

(2) 

0 

(0) 

 2 

(2) 

0 

(0) 

0 

(0) 
 39,672 

(41,151) 

19,836 

(20,575) 

※平成29年12月1日現在。（ ）内の数値は前年値。  

 

2 信託目的別信託数 
 

  信託目的別では、奨学金支給 1、教育振興 1 となっています。 

 

3 授益行為の状況 
 
  表2は授益行為の状況を示したものです。 
 
（表2）授益行為の状況                           （単位：千円）  

授益行為状況  

個 人 任意団体  法人 合計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

213 

(210) 

12,920 

(12,650) 

149 

(141) 

15,790 

(14,990) 

0 

(0) 

0 

(0) 

362 

(351) 

28,710 

(27,640) 

※平成 29 年 12 月 1 日現在。（  ）内の数値は前年値。  
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[参考資料]  

 

新公益法人制度施行後における公益認定法人の概況 

 

平成 20年 12月 1日に新公益法人制度が施行され、平成 25年 11月 30日をも

って 5 年間にわたる特例民法法人からの移行期間が満了し、公益法人制度改革

は大きな区切りを迎えました。 

 三重県においても旧制度における社団法人・財団法人が平成 20 年 12 月から

特例民法法人となり、移行期間満了までに新制度における公益法人や一般法人

を目指すこととなりました。※ 

 この参考資料は新公益法人制度施行後の三重県における公益認定法人につい

て、概況をまとめたものです。 
 

※ 移行期間内に申請を行わなかった場合には、その法人は解散したものとみなされま

すが、当県ではみなし解散の該当はありませんでした。 

 

 

◆認定処分件数 

 移行期間計 平成 25年度 26年度 27年度 28年度 合計 

公益認定 1 1 2 0 0 4 

移行認定 95 5 0 0 0 100 

計 96 6 2 0 0 104 

（注１）「公益認定」は、特例民法法人からの移行ではなく新規による公益認定数。 

（注２）「移行期間計」は、平成 20年 12 月 1日から平成 25年 11月 30 日までの合計を指す。 

（注３）表中の「年度」は、各年 12月 1日から翌年 11 月 30日までを指す。 
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◆各年 12 月 1日現在の公益認定法人数 

 平成 21年 22年 23年 24年 25年 26年 

社団 1 2 9 35 51 53 

財団 0 1 11 27 45 49 

計 1 3 20 62 96 102 

 

 27年 28年 29年 

社団 53 53 53 

財団 51 51 50 

計 104 104 *103 

 

 

 

◆変更認定・変更届出件数 

公益認定法人は、内閣府令で定める軽微な変更※ 

 を除き、事業等の内容の変更を行お

うとするときは、あらかじめ行政庁の認定を受けなければならない（認定法第 11 条）

とされています。 

※ 申請書の記載事項の変更を伴わない場合等、軽微な変更については、変更届出で足

りることとされています。（認定法第 13条及び認定法施行規則第 11条） 

 

 移行期間計 平成 25年度 26年度 27年度 28年度 合計 

変更認定 2 4 5 4 5 20 

変更届 206 137 143 137 135 758 

計 208 141 148 141 140 778 

（注 1）「移行期間計」は、平成 20年 12月 1日から平成 25 年 11月 30日までの合計を指す。 

（注 2）表中の「年度」は、各年 12月 1日から翌年 11 月 30日までを指す。 

＊ 29 年に公益認定法人数が減少して
いるのは、所管行政庁が三重県から
内閣府に変更となった法人があっ
たことによる。 
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